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１．はじめに

現代のビジネス社会において，「ブランド」を中心と

した経営戦略は企業活動の重要な要素の一つとされて

いる。各社の製造技術やサービス内容が当該分野にお

いて成熟して拮抗し，これらについての圧倒的な差異

が存在しなくなった中で，ブランドイメージによる他

社との差別化が重視されるのはビジネス界における自

然な流れといえる。多くの企業の日常的な努力はすべ

て，一面においてこのブランド価値の確立・維持・向

上を目指しているといっても過言ではないであろう。

企業にとってのブランドの重要性は，近年のブラン

ド価値評価についての活発な議論の中にも見ることが

できる。企業組織再編の有効なツールであるＭ＆Ａ

や，ブランド価値の貸借対照表への資産計上の問題，

さらにはブランド使用料の算定等の場面で，ブランド

価値の客観的な評価が求められるが，これらも企業経

営においてブランドが重要な位置付けにあることを示

している。

もちろん，高価値のブランドの確立は通常，短期間

で実現できるものではなく，長年の企業努力の集積の

結果であるが，やみくもに企業努力を重ねれば叶うと

いうものではない。そこにはブランドを中心とした長

期的な視点からの戦略・プランが必要であり，ここに

ブランド・マネジメントの意義がある。

しかし，この「ブランド・マネジメント」の概念の

定義については必ずしも定説はなく，種々の立場から

実に様々な見解が提示されている。ブランド・マネジ

メントの概念をどのように組み立てるかは，実践的に

いえば結局のところブランドに関連する企業戦略の策
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定にあたっていかなる範囲の業務上の要素を視野に入

れるべきかという問題に帰着するが，「ブランド・マネ

ジメント」の概念についての共通認識の欠如は当該研

究分野のさらなる深化・発展の加速の妨げになるおそ

れがある。

かかる観点から本稿では，まずブランドの定義を整

理して検討し，これを踏まえて「ブランド・マネジメ

ント」概念について考察を加える。そして，これとの

関連でブランドの法的保護に触れ，ブランド・マネジ

メントにおけるブランドの法的保護の内容を概観す

る。

２．ブランド・マネジメントの概念

２．１ ブランドの定義

「ブランド」という用語は，一般的に様々なニュアン

スで用いられており(1)，現代的な造語の一種として

「自分ブランド」という個々人の個性の発信という

ニュアンスを示す言葉まで登場している(2)。これは，

インターネットの急速な普及によって，個人が自ら社

会に向けて容易に情報発信し得る環境を手にしたこと

もその背景にあるが，いずれにしてもブランドという

用語の間口の広さを表していると見ることができる。

本稿ではこのような現代的な造語としての意味合い

は除外し，伝統的なブランド概念，特に企業経営の中

で用いられるブランド概念の学術的意義に限定して考

えるが，このような限定を加えたとしても，ブラン

ド・マネジメントの概念と同様，「ブランド」の明確な

定義は未だ確立されているとは言えない。ブランドを

研究対象とする分野においても論者ごとに異なる定義

が付与されているといっても過言ではなく，これらの

分類，整理を試みることから始めなければならない。

本稿では以下に示すように三つの立場に分類してブラ

ンドの定義についての諸説を概観する。

（１） 第一の立場

まず，第一は「ブランド」を我が国商標法上の商標

と同義にとらえる立場である。

ブランド（Brand）という用語の起源は，「焼き印を

押す」を意味する英語の「Burned」であり，自分の家

畜を識別するために所有者が家畜に焼き印を押したこ

とに由来するといわれている(3)。ブランドという用語

は，もともと自己の物と他人の物との識別を意味して

いたというのであるから，自他商品・役務識別機能を

本質とする商標法上の商標概念と同義ととらえる解釈

には一定の合理性がある(4)。

この点について，小野（1999）は，「ブランド

（brand）は本来樽とか箱に，焼きごてでつけられたし

るしを意味する言葉であった。しかし，現在では，ト

レードマーク（商標）と同じ意味で用いられている。」

としている(5)。

なお，日本商標協会のブランド・マネジメント委員

会の設立趣旨の中で，「企業の最も重要な資産である

ブランド（商標）」という表現が用いられているが(6)，

この記述がブランドを商標法上の商標と同義であるこ

とを意味しているか否かは必ずしも明らかではない。

ここでいう「商標」は厳密な意味での商標法上の商標

ではなく一定の広がりのある社会的意義を示した概念

として用いられたとも考えられるし，あるいは商標上

の商標を意味しているとしても単にブランドの代表的

な例として「商標」を掲げたという可能性も否定でき

ない。

（２） 第二の立場

次に第二は，文字，図形等といった構成要素の列挙

を中心とするものの，商標法上の商標における構成要

素にとらわれず，一定の広がりを持たせてブランドを

定義付けようとする立場であり，以下の見解はこの立

場に属する。

米国マーケティング協会は，ブランドを「ある売り

手の商品又はサービスを他の売り手の商品又はサービ

スから区別して特定する名前，用語，デザイン，シン

ボル，その他の特徴的なもの。」と定義付けている(7)。

また，Ｄ・Ａ・アーカー（1994）は，「ある売り手あ

るいは売り手のグループからの財またはサービスを識

別し，競争業者のそれから差別化しようとする特有の

（ロゴ，トレードマーク，包装デザインのような）名前

かつまたはシンボル」としており(8)，ブランドをこの

ように定義付けした上，ブランド・エクイティという

概念を提唱している。ブランド・エクイティとは，ブ

ランド，その名前やシンボルと結びついたブランド資

産と負債の集合を意味し，この概念が提唱されたこと

を契機にブランドに関する議論が活発化したと言われ

ている(9)。

さらに，日本知的財産協会商標委員会（2007）は，

ブランドの定義を「企業及びその商品・サービスへの

信用が蓄積される，社名，シンボルマークや商品・
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サービス商標」としている(10)。

また，経済産業省企業法制研究会（2002）は，ブラ

ンドを「企業が自社の製品等を競争相手の製品等と識

別化または差別化するためのネーム，ロゴ，マーク，

シンボル，パッケージ・デザインなどの標章」として

いる(11)。

これら第二の立場におけるブランドの定義は，我が

国商標法上の商標（標章）の定義が「文字，図形，記

号，立体的形状」という具体的な構成要素を列挙して

いることと軌を一にするが，さらにデザインやパッ

ケージ等も要素として掲げている点で，ブランドを商

標法上の商標と同義ととらえる第一の立場よりもブラ

ンド概念を広く把握している。

（３） 第三の立場

第三は，文字，図形といった具体的な構成要素を列

挙する形式から脱却し，より機能的な側面から抽象的

にブランド概念を定義付けようとする立場であり，以

下の見解がこれに当たる。

まずＫ・Ｌ・ケラー（2000）は，「ブランドとは製品

である。ただし，同一のニーズを充足するようにデザ

インされた他の製品と何らかの方法で差別化するため

の次元を伴った製品である。こうしてなされる差別化

は，製品パフォーマンスという点では合理的かつ具体

的であり，ブランドによって表示されるものという点

ではより象徴的，情緒的，抽象的である。」としてい

る(12)。

次に，伊藤（2009）は，ブランドを「商品やサービ

スに関する情報を需要者に想起・連想せしめ得るすべ

ての表示をいう」としている(13)。

また，鶴本（2007）は，ブランド概念を「企業が自

社の製品等を競争相手の製品等と差別化するための標

章としてのみならず，企業の各ステークホルダー（利

害関係人）との関係を意識した資産となりうるもの」

としている(14)。

また，奥田（2001）は，「ブランド，中でも企業ブラ

ンドは，通常の商標とは一線を画くし，企業の長期的

な展望の下，策定されたビジネス戦略と軌を一にした

ブランドマネジメントを実行した結果，ステークホル

ダーに対して情緒的，自己実現的な価値を提供するシ

ンボル，まさにあらゆる企業活動の結果，ステークホ

ルダーが心象世界に築き，その企業やグループ全体に

対して抱く評価の集合体ともいえます。」としてい

る(15)。

さらに，小川（1994）は，現代的な意味でのブラン

ドを一応「自社商品を他メーカーから容易に区別する

ためのシンボル，マーク，デザイン，名前など」と定

義付けており(16)，第二の立場に属するようにも思える

が，ブランドの内容的な構成要素は，部分的要素とし

て取り出すことができるシンボル，ロゴマーク，キャ

ラクター，色彩，ジングル（音楽）などのミクロ的要

素と，部分的要素として取り出すことができないブラ

ンドが持っている独自のスタイル，テーマ性，パーソ

ナリティーなどのマクロ的要素の二種があるとし，マ

クロ的要素は消費者のライフスタイルや価値観にも影

響を及ぼすとしている(17)。スタイル，テーマ性などの

マクロ的要素をもブランドの内容的な構成要素と位置

付けているのであるから，実質的には第三の立場に属

していると考えられる。

また，斉藤（2005）は，ブランド概念を経済産業省

企業法制研究会（2002）の定義に従い，既述のように

「企業が自社の製品等を競争相手の製品等と識別化ま

たは差別化するためのネーム，ロゴ，マーク，シンボ

ル，パッケージ・デザインなどの標章」（上記第二の立

場に属する定義）と一応，定義付ける一方で，「顧客に

とってのブランドは「代価に見合う価値」と定義する

ことができよう」とした上，「ここでの「価値」とは，

顧客が認識する価値であり，「使い易いとか丈夫」と

いった機能的な価値や，「使って安心であるとか持つ

ことがステータスである」といった心理的な価値を含

む」と広い解釈も紹介しており(18)，これは第三の立場

に属する。

さらに，足立（2007）は，ブランドとは「自社商品・

サービスを，需要者に選択してもらう目的のために，

需要者の心の中に，自社商品・サービスと何らかの価

値を連想させるツール」であるとしている(19)。

なお，梶原（2010）は，「ブランドとは，企業が（標

準化，均一化，規格化された）モノやサービスに情報

を付加して，創造し，展開したものを市場における消

費者が『ブランド』として認知，評価，支持したもの

である」としている(20)。ブランドという用語を用いて

ブランド概念を定義付けている点，明瞭性に欠ける感

があるが，ブランド概念に商品やサービスの標準化，

均一化，規格化の要素を含めて把握する視点は興味深

い。
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（４） 検討

以上，ブランド概念を三つの立場に大別して概観し

たが，各立場の中でもその範囲の広狭については様々

である。鶴本（2007）は，広狭多様なブランドの定義

について，「現在のブランドは，統一的な定義が確立さ

れているわけではない。すなわち，企業が自社の製品

等を競争相手の製品等と差別するための標章といった

点に着目するものから，顧客との関係等を考慮する点

まで着目するものがある。」と整理している(21)。本稿

では，上述した第一から第三の立場に検討を加えた上

で，ブランド概念の定立を試みる。

まず，「ブランド」を我が国商標法上の商標と同義と

とらえる第一の立場についていえば，商標法という枠

組みの中で，「商標」の訳語として「Brand」を当てる

限りにおいては特に不都合はないが，企業の経営戦略

の中枢に位置付けられている「ブランド」概念を定義

付けようとするときは，商標法上の商標概念は狭きに

失する。ブランド・マネジメントの分野において，商

標登録制度が重要な位置を占めていることは間違いな

いが，商標の用語は商標法 2条 1項において明確に定

義付けされているため(22)，かえって概念の柔軟性に乏

しく(23)，時代とともにその社会的意義を成長させてき

たブランド概念を的確に表しているとはいえない。

この意味では，ブランド概念に一定の広がりを持た

せようとする第二，第三の立場に注目すべきことにな

るが，構成要素の列挙を中心にブランドを定義付けよ

うとする第二の立場もブランド概念の定義付けに適し

ているとはいえない。

確かに，文字，図形等の構成要素がブランドの形成

過程において重要な役割を果たしていることは疑いな

いが，ブランドには単なる商品又はサービスの識別標

識としての意味合いを越えた財産的価値があると見る

べきである。インターネットや携帯型情報端末機等が

急速に発展する現代，消費者の情報収集力は格段に向

上しており，これに応じて商品やサービスを媒介とせ

ずに消費者が企業に対するイメージを生成することが

できる機会は拡大している。そして，このイメージに

よって需要者が企業に対して抱く印象は大きく左右さ

れ，かかる印象に従って生成された価値もブランド概

念の中に取り込んで把握するのが社会的実体としての

ブランド概念に合致するというべきである。また，ブ

ランドの実体は商品又はサービスの識別標識であると

いう考えを徹底した場合，社会規範に反するような企

業の不祥事が公になったことによってブランド価値が

失墜するといった事態を合理的に説明することができ

ない。

ブランドの本質は，需要者が抱く印象の総体に従っ

て生成された価値にあると考えるべきである。そし

て，需要者が抱くこの印象の総体は，企業から流出す

る商品又はサービスの内容・品質等や識別標識を通じ

て形成されることもあるが，商品又はサービスとは無

関係に，企業の業務に関連した情報に基づいて形成さ

れる場合もある。

以上の点をふまえ，ブランドとは，主体から流出す

る個々の商品・サービスに伴って与えられる情報，そ

の他主体の業務に関連して与えられる情報に基づき，

需要者がこれらに対して抱く印象の総体に従って生成

される無形の価値物をいうと解する（図 1参照）。

図 1 ブランド概念

商品やサービスの識別標識は，その品質等と同様，

商品やサービスに伴う情報の一形態であり，識別標識

そのものがブランドを構成するのではない。需要者の

印象の総体を介して生成される無形の価値物がブラン

ドの実体である。そして，識別標識（中でも商標）に

は使用によって業務上の信用が化体すると考えられて

いるが，この信用は「需要者が抱く印象」の一種であ

り，ここでいう「印象」は信用を包含した上位の概念

である。すなわち，業務上の信用は商標に化体すると

同時に，印象の総体を形成する一要素となり，ブラン

ドの実体である無形の価値物を基礎づける。したがっ

て，商標に化体する業務上の信用の拡大と，ブランド

価値の向上とは，この意味で連動していることにな

る。

ブランド価値の向上は，ブランド使用者である企業

に，競合他社との関係における競争優位性をもたらす

ものであり，企業にとって「無形の価値物」における

価値の内容とは主にこの競争優性を意味することにな
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る。

なお，著名な程度に至った識別標識が付された商品

等は，需要者にとってそれ自体が一種のステータスと

捉えられているが，これはブランドを基礎づける需要

者の意識の中にある印象の総体が，多数の需要者の間

で共有されることによって生じる効果であり，ブラン

ド価値を基本として，これに需要者間の情報交換の要

素が外部から加味されて成立する付加的価値であると

考えられる。

２．２ ブランド・マネジメントとは

マネジメントとは，広辞苑第 6版によれば「マネー

ジメント【Management】①管理。処理。経営。②経

営者，経営陣」とあり，一般的には「経営」や「経営

学」の意味で用いられることが多い(24)。ここでも，マ

ネジメントを経営の意味にとらえる。

企業経営の実践は，通常，持続性を前提とし，独自

の存在価値を社会にアピールしながら信用を獲得し

て，競争優位の立場を確保しようとする。したがっ

て，ブランド概念を上記のように広くとらえた上で

「ブランド・マネジメント」の定義を考えるとき，企業

経営の意義そのものと実質的に重なり合う部分も多

い(25)。

しかし，両者の間に重複する領域があるとしても，

ブランド・マネジメントはあくまでもブランドを育

成・活用し，その価値を確立・向上・維持するという

視点からの企業経営の取り組みを示す概念である(26)。

ところで，ブランド・マネジメントの用語に関連し

て，「ブランド・マーケティング」という言葉がある。

「マーケティング」の現象は，19 世紀後半のアメリカ

で生成されたといわれており(27)，その後，多様な発展

を見せ，その用語の定義についても次に示すように未

だに定説を見ない(28)。すなわち，「マーケティングは

企業における，その提供する商品についての流通関係

の諸活動である」(29)，「マーケティングとは市場をつく

り維持する企業活動」(30)，「今日企業がもつべきマーケ

ティング概念は，①自らを生活者の立場として夢を追

いその実現を願う開発者のプロダクト志向を重要視

し，②顧客ニーズを原点とする発想を踏まえつつ，③

社会的な存在としての企業のあるべき姿として義務責

任をしっかりと果たし，常に支援責任を念頭に置くと

いうことになるだろう」(31)，「流通において企業が目標

を達成するために，「商品力」を向上させ，売れる仕組

みづくりを構築する諸活動と位置付ける」(32)等であ

る。

マーケティング概念に関する諸説を概観すれば，マ

ネジメントの用語以上に多義的であることが分かる

し，その捕らえどころに苦慮する。梶原（2010）は

「マーケティングとは，ブランドの創造，展開，管理で

ある」とした上，「マーケティングとはブランド・マー

ケティングと同義であり，企業が行うブランドの創造

ʻCreation ，̓展開̒ Development ，̓管理̒ Managementʼ

にわたる一連のトータル・プロセスのことである。」と

しており(33)，マーケティングの用語がブランド・マー

ケティングそのものを意味すると考える立場も存在す

るということであるから，「マーケティング」と「ブラ

ンド」との関連は深い。しかし，本稿における考察の

過程に「マーケティング」の用語の解釈を持ち込むこ

とはいたずらに論述を混乱させることになるので，あ

くまでもブランド・マネジメントの概念に主な焦点を

当てる。

ブランド・マネジメントの概念に関して，斉藤

（2005）は，「ブランド・マネジメントを行う上で重要

なポイントは，企業が「提供したいと考えている価値」

とステークホルダーが「当該企業に期待する価値」と

のギャップを徹底的に分析することである。その上で

ブランドのコアとなる「最も顧客等のステークホル

ダーに訴えたい価値」を決定することが重要なのであ

る。そうしたステークホルダーに対して「最も訴えた

い価値」に具体的な肉付けを行うことでブランドを確

立するとともに，企業内外のステークホルダーに浸透

させるプロセスがブランド・マネジメントに他ならな

い。」としている(34)。この見解は上述のようにブラン

ドを「代価に見合う価値」ととらえることを前提に，

ブランド・マネジメントの本質をその価値の確立・浸

透にあると考える立場である。

また，伊藤（2009）は，ブランド戦略を指して，「ブ

ランドの情報価値を戦略的に高めるため，ブランドを

軸とした経営判断を行うプロセスをいう」とし，この

「ブランドを軸とした経営判断」とは「経営判断を行う

に際し，ブランドの情報価値を向上させるか否かを基

準にブランド使用の当否を決める」という意味である

としている(35)。ブランドの意義を主に情報としての

価値に求め，ブランド・マネジメントの本質はその情

報価値を向上させるか否かという観点からブランド使

用の当否を判断する点にあるとする見解である。
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さらに奥田（2001）は，「ブランドマネジメントと

は，経営資産としてのブランドエクイティを企業の総

意と努力によってステークホルダーと共に維持し，増

大させていくあらゆる活動の総称です。」としてい

る(36)。この見解は上述のように企業ブランドをス

テークホルダーがその企業やグループ全体に対して抱

く評価の集合体であるとし，これを前提にブランド・

マネジメントをブランドエクイティを維持，増大させ

る活動ととらえている。

以上の諸説に見るように，ブランド・マネジメント

の概念は，ブランド概念に大きく依存し，ブランドの

定義に応じてその方向性が規制されることになる。

本稿においては，ブランドの意味を「主体から流出

する個々の商品・サービスに伴って与えられる情報，

その他主体の業務に関連して与えられる情報に基づ

き，需要者がこれらに対して抱く印象の総体に従って

生成される無形の価値物」とらえた。したがって，ブ

ランドの価値は，需要者が抱く印象の総体の発展に

伴って向上するものであり，印象の総体の発展は商

品・サービスその他業務に関連する情報の内容如何に

よって左右される。そして，ブランドが企業経営の中

で重要視される根本的な要因は，競合他社との差別化

に寄与する点に他ならないから，これを踏まえブラン

ド・マネジメントとは，需要者が抱く印象の総体を発

展させ，ブランド価値の向上の結果としてもたらされ

る競争優位性を高めることを目的として，商品・サー

ビスその他業務に関連する情報を管理する経営活動と

定義する。

需要者の意識の中に存在する印象の総体を直接，支

配して管理することはできないのであるから，需要者

の印象の基礎となるべき情報を管理する点にブラン

ド・マネジメントの本質がある。

３．ブランドの法的保護

３．１ ブランド・マネジメントとブランドの法的保

護との関係

ブランド・マネジメントの概念は上述のように解さ

れるため，ブランド・マネジメントとしての経営活動

の領域は非常に幅広いということになるが，真価を発

揮し得るブランドの存在を前提とした経営活動の展開

であるから，ブランドの保護，換言すればブランド価

値の維持が十分に行われていることがブランド・マネ

ジメントの出発点であり，両者は密接不可分の関係に

ある。ブランド価値の維持が不十分な状態では，ブラ

ンドを基礎とする競争優位性を高めることはできな

い。

もっとも，ブランドの実体は無形の価値物であるか

ら，これを直接，支配して保護することはできない

し(37)，既述のように需要者の意識の中にある印象も同

様に直接的な支配は不可能である。したがって，ブラ

ンドの保護とは，主体から流出する個々の商品・サー

ビスに伴って与えられる情報，その他主体の業務に関

連して与えられる情報が適正な形で需要者に到達する

ようコントロールすることを意味する。この情報の適

正化が，需要者の印象を介して間接的に無形の価値物

の保護に結びつくことになる。

なお，この意味でのブランドの保護の形態は多岐に

わたるが，保護の全容についての検討は別の機会に譲

り，本稿では法的保護の側面に焦点を当てる。

３．２ ブランドの法的保護の内容

（１） 商標法による保護

ブランドの法的保護としては，商標法による保護が

挙げられることが多いが，ブランドを主体から流出す

る個々の商品・サービスに伴って与えられる情報，そ

の他主体の業務に関連して与えられる情報に基づき，

需要者がこれらに対して抱く印象の総体に従って生成

される無形の価値物をいうと解するとき，ブランドの

法的保護の範疇に対する商標法による保護の位置付け

は相対的に低下する。

すなわち，商標権者が指定商品又は指定役務につい

ての登録商標の使用を独占することにより，第三者の

無断使用が排除され，商品・サービスの使用主体につ

いて誤った情報が需要者に与えられないという点にお

いて情報の適正化が図られ，これがブランド保護に結

びつくという意味で商標法による保護はブランドの法

的保護と言えるが，需要者が抱く印象の基礎になる情

報は商品・サービスの識別標識に限られないのである

から，ブランド保護の範疇において商標法による保護

が占める範囲は小さいということになる。

もっとも，商品又は役務の第三者による無断使用を

排除するという点に限っていえば商標法による保護が

最も有効な手段である。

我が国商標法は登録主義を基調とするから，商標権

取得のためには商標登録出願によって権利取得の意思

表示を行う必要がある。そして，識別力を備えている
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ことや（商標法 3 条），不登録事由に該当しないこと

（同法 4条）等，法定の要件を具備する出願に対して設

定登録処分が行われ，これによって商標権が発生する

（同法 18条）。商標権者は指定商品又は指定役務につ

いて登録商標の使用を専有し（同法 25条），またその

類似範囲には禁止的効力が及ぶ（同法 37条 1号）。さ

らに，商標権の存続期間は更新可能であり，10年ごと

の更新登録を繰り返す限り，商標権は永久的に存続可

能である（同法 19条）。

第三者の無断使用に対しては，商標権の侵害として

差止請求（同法 36条），損害賠償請求（民法 709条）

が可能で，一定の場合は刑事罰の対象となり（同法 78

条），権利者の独占使用は法的に保証されている。

（２） 不正競争防止法等による保護

未登録の商標であっても一定の要件を備える限り，

不正競争防止法による保護を受けることができる。同

法の保護対象は商標法のそれに比べて広いが(38)，一定

の行為を不正競争行為として禁止する行為規制法であ

り，予め独占権を付与する商標法とは保護の形態が異

なる。不正競争行為に該当する場合，営業上の利益を

侵害された者等は，差止請求，損害賠償請求が可能で

あり（不正競争防止法 3 条，4条），さらに一定の行為

は刑事罰の対象になる（同法 21条）。

同法による保護を受けるためには，独占権取得のた

めの手続が不要である反面，周知性や混同に関する要

件，著名性の要件等，保護を受けるためのハードルは

高い。

商標と関連の深い規定としては，周知性を有する他

人の商品等表示と同一又は類似のものを使用する等し

て，他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不

正競争行為とする規定（同法 2条 1項 1号），著名性を

有する他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用

する等の行為を，混同の有無は問わずに不正競争行為

とする規定（同法 2条 1項 2 号）がある。また，意匠

との関連が深い規定として，他人の商品形態を模倣し

た商品を譲渡等する行為を不正競争行為とする規定

（同法 2条 1項 3号）がある。

これらの規定も，法的強制力を伴って第三者の無断

使用を排除可能であるという点においては商標法と同

様であり，商品・サービスの使用主体について誤った

情報が需要者に与えられないという点において情報の

適正化が図られ，これがブランド保護に結びつくので

あるから，ブランド保護法の一つと位置付けることが

できる(39)。

また，同法には，「競争関係にある他人の営業上の信

用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する」いわ

ゆる営業誹謗行為を不正競争行為とする規定（同法 2

条 1項 14号）がある。営業上の信用を害するような

虚偽の情報が需要者に与えられると，その印象に基づ

いてブランドの実体である無形の価値物の価値が低下

することになるから，営業誹謗行為を不正競争行為と

して禁止することもブランドの法的保護である。

さらに，同法には，営業秘密の不正取得等を不正競

争行為とする規定（同法 2条 1項 4〜 9 号）がある。

企業が保有する顧客情報等が流出した事実が報道され

ることによって当該企業に対する社会的信頼が低下す

る事案が多く見受けられる昨今，営業秘密の不正取得

等を禁止する規定もブランドの法保護と位置付けられ

よう。その他，同法における技術的制限手段に対する

不正行為（同法 2条 1項 10〜 11号），不正にドメイン

を使用する行為（同法 2条 1項 12 号）もブランド保護

の側面を有している。

なお，同法による保護が及ばない範囲については，

一般不法行為の規定（民法 709条）に基づいて保護が

与えられることがある。

もちろん，不正競争防止法の規定も一般不法行為の

規定もブランド保護の範囲を網羅しているわけではな

い。ブランド保護，すなわち，ブランドの価値を維持

するという意味では，法的保護を受けることの他に

も，商品やサービスの品質等の向上，宣伝広告活動の

充実，企業の社会貢献活動等を挙げることができるで

あろう。

４．おわりに

企業の経営戦略の中枢にブランド・マネジメントが

位置付けられるようになったのは比較的最近であり，

これに関しては必ずしも十分な研究がなされていると

はいえない。その要因の一つに，ブランド・マネジメ

ントの研究は経営学を基礎とするが，主にブランドの

保護や活用については商標法や不正競争防止法などの

知的財産法学が関わることも多く，複数の学問分野が

交錯する複合領域であり，ブランド・マネジメントの

研究基盤が複雑である点を挙げることができよう。さ

らに，ブランドの価値評価の問題は会計学の分野でも

議論されている。

ブランド・マネジメントの概念とブランドの法的保護についての考察

パテント 2011 Vol. 64 No. 11− 74 −



本稿は研究の出発点とも言うべき「ブランド・マネ

ジメント」の概念を中心的なテーマとして取り上げて

考察を加えた。テーマの本質が幅広いこともあり，考

察を深く掘り下げさらに論理を十分に発展させるまで

には至らなかったが，一つの方向性を示した。

ブランドは実社会の中で脈々と息づく存在であり，

社会事情の変化が加速する現代，ブランド・マネジメ

ントのあり方自体も大きく変貌することが予測され

る。今後も様々な角度からブランド・マネジメントを

観察・分析し，さらなる考察の進展に努めたい。

注
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新しいタイプの商標として動き，ホログラム，輪郭のな
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